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せたな町ゼロカーボン推進協議会専門部会
の設置について

第2回 せたな町ゼロカーボン推進協議会

2023年12月19日
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１．地域脱炭素化促進事業に係る計画の認定体制について（案）

点線部分を町及び協議会で
進める体制作りが必要

出典：地方公共団体実行計画（区域施策編）策定」・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）

推進体制については、

協議会の分科会（専門部会）を
設置し、事業者の計画を認定
する仕組みをご提案
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２．設置する専門部会の役割と依頼事項について

専門部会では、事業者から申請される事業計画内容が、せたな町が計画する

「適正に環境に配慮した再エネ導入計画」
「地域のメリットにもつながる、地域と共生する再エネ導入計画」
に適合しているかの確認・認定をして頂きたい。
（申請される事業計画に応じて、「課題の確認」や「解決方法の検討」についてのご議論も
お願いしたい）

※専門部会の開催方法は、会議形式もしくは書面での意見聴取、などの形式を想定

せたな町として、円滑な合意形成を図りながら、適正に環境に配慮した、地域のメリット
にもつながる、地域と共生する再エネ導入にむけた事業計画についての認定を進める。

「せたな町の目指す姿」

「専門部会の役割」

「専門部会の構成委員の選任について」

本日の協議会にてご相談を想定
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